
介護サービス情報の公表制度に係る研修の種類
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1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3 〇 〇 〇 × × × × × × × × × × × × × × ×

4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

6 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

7 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

9 〇 〇
〇

(食中毒除く)
〇

〇

(食中毒除く)
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

11 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

13 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

14 × × × × × 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × ×

15 × × × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

16 × × × × × × × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

17 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

18 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

19 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

20 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

〇：研修の実施状況について報告がもとめられるもの。 ×：研修の実施状況について報告が求められないもの。

研修項目の１，４，５，７，９，１０は、それぞれ法定研修にも該当するので、法定研修を実施していれば、これらの研修も実施したと報告ができると見込まれる。

介護保険サービスの種類のグループ １：訪問系 ２：通所系 ３：特定施設入居者生活介護系

高齢者虐待防止研修

倫理及び法令遵守に関する研修

従業者に対する医療に関する教育、研修

利用者の居宅における緊急時の対応に関

する研修

新任の従業者を対象とする当該サービス

に関する研修

現任の従業者を対象とする当該サービス

に関する研修

介護予防及び要介護度進行予防に関する

研修

サービス

の種類
研修の種類

認知症及び認知症ケアに関する研修

プライバシーの保護の取組に関する研修

介護ロボットやICTの活用に関する研修

事故の発生予防又はその再発の防止に関

する研修

緊急時の対応に関する研修

感染症及び食中毒の発生の予防及びまん

延の防止に関する研修

業務継続計画（BCP）に関する研修

精神的ケアに関する従業者に対する研修

サービスに関する情報の共有についての

研修

非常災害時の対応に関する研修

ターミナルケアに関する従業者に対する

研修

接遇に関する研修

身体的拘束等の廃止のための取組に関す

る研修



介護サービス情報の公表制度に係る研修の種類
５：居宅介護支援 ８：介護医療院系 １（続き） ７（続き） ２（続き）
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1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3 × × × × × × × × × × × 〇 × × × ×

4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇

(管理者除く)
〇 〇 〇 〇 〇

5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

6 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

7 × × 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

8 × × 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

9 × × 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

11 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

13 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

14 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × 〇 × ×

15 × × 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇

16 × × × × × × × × × × × × × × × ×

17 〇 〇 × × × × × × × × × × × × × ×

18 × × × × × 〇 〇 〇 × × × × × × × ×

19 × × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 × × × 〇 〇

20 × × × × × 〇 〇 〇 × × × × × × × ×

〇：研修の実施状況について報告がもとめられるもの。

研修項目の１，４，５，７，９，１０は、それぞれ法定研修にも該当するので、法定研修を実施していれば、これらの研修も実施したと報告ができると見込まれる。

６：介護老人福祉施設系 ７：介護老人保健施設系 ８（続き）４：福祉用具系 ２（続き）介護保険サービスの種類のグループ
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身体的拘束等の廃止のための取組に関す

る研修

高齢者虐待防止研修

倫理及び法令遵守に関する研修

事故の発生予防又はその再発の防止に関
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緊急時の対応に関する研修
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現任の従業者を対象とする当該サービス
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